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Ⅰ 点検・評価制度の概要 

 １ 実施根拠 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「法」という。）第 26条の規定によ

り、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検

及び評価を行い、その結果を議会に提出するとともに、公表することが義務づけられて

いる。 

 

 ２ 目的 

   教育委員会は、首長から独立した合議制の組織であり、生涯学習、地域の学校教育、

社会教育、文化及びスポーツ等の幅広い教育行政における基本方針を決定し、当該方針

に基づいて教育長が事務局を指揮監督し具体の事務を執行するものである。 

   本報告書は、上記基本方針に基づいて行われた教育行政の執行状況について、点検･

評価することにより、効果的な教育行政の推進に資するとともに、地域住民への説明責

任を果たすことを目的としている。 

 

 ３ 対象事業の考え方 

   今回の点検・評価は令和６年度事業とし、第３次名護市教育振興基本計画（令和２年

度～７年度）に掲げる具体的施策ごとに位置づけられている主な取組について対象とし

た。 

 

４ 名護市教育行政点検・評価に係る学識経験者懇話会の設置 

  点検・評価を行うに当たって、法第 26 条第２項の規定により、教育に関し学識経験

を有する方の知見の活用を図るため、名護市教育行政点検・評価に係る学識経験者懇話

会（以下「懇話会」という。）を設置し、下記のとおり計３回にわたり開催する。 

  なお、懇話会会員の委嘱に当たっては、学校教育、社会教育及び教育行政分野の識見

を有する方を下記とおり選任した。 

 

 ⑴ 懇話会開催日程（予定） 

月 日 時 間 場 所 

令和７年７月 10日（木） 
午後１時 30分から 

午後４時 30分まで 

名護市役所 庁議室 

令和７年７月 17日（木） 名護市役所 庁議室 

令和７年７月 24日（木） 名護市役所 庁議室 

 

 ⑵ 懇話会会員 

氏 名 職 名 等 

武村 史朗 氏 沖縄工業高等専門学校 機械システム工学科 教授 

太田 佐栄子 氏 
公立大学法人名桜大学 人間健康学部 

健康情報学科 上級准教授 

新城 敦 氏 公立大学法人名桜大学 教務課  

５ 評価方法 
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  評価は教育委員会による内部評価と懇話会による外部評価を設け、評価基準について

は次のとおりとした。 

評価 評価の基準 

A 計画に対する取組が十分できている 

B 計画に対する取組が概ねできている 

C 計画に対する取組が不十分である 

D 計画に対する取組ができていない 

 

 

 


